
２０２４年診療報酬改定に伴う加算に係る掲示について 
 
 

１病棟は認知症治療病棟入院料１を算定しています 

１日に８人以上の看護職員（看護師、准看護師）が勤務しています。 

１日に６人以上の看護補助者が勤務しています。 

 

２病棟は精神療養病棟入院料を算定しています 

１日に１０人以上の看護要員が勤務しており、５割以上は看護職（准看護師・看護師）で 

そのうち２割以上の看護師が勤務しています。 

 

５病棟は療養病棟入院基本料１を算定しています 

１日に８人以上の看護職員（看護師、准看護師）が勤務しています。 

１日に８人以上の看護補助者が勤務しています。 

 

入院時食事療養費について 

当院では入院時食事療養費/生活療養費（Ⅰ）の届出を行っています。管理栄養士によって管理さ

れた食事を適時適温で提供しており、標準負担額は一食当たり５１０円となります。 

 

一般名処方加算について 

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施

しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤

の成分をもとにした一般名処方を行っておりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。 

 一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。そう

することで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬の選択ができ、患者様に必要な

お薬が提供しやすくなります。 

 

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書について 

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２２年４

月１日より領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行してい

ます。また、公費負担医療の受給者証で医療費の自己負担のない方についても、平成２８年４月

１日より明細書を無料で発行しております。 

 なお、明細書には使用した薬剤名の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その

点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出くださ

い。 

 

医療情報取得加算について 

 当院ではマイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの診療情報を取得・活用するととも

に、より質の高い医療の提供に努めている医療機関（医療情報取得加算の算定医療機関）です。

受診歴、薬剤情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。 

 

その他の施設基準 

 医療保護入院等診療料、精神科作業療法、精神科デイ・ケア（大規模・小規模）、精神科ショー

ト・ケア（大規模・小規模）、精神科身体合併症管理加算、運動器リハビリテーション料Ⅲ、脳

血管疾患リハビリテーション料Ⅲ、廃用症候群リハビリテーション料Ⅲ、入院ベースアップ評価

料２１、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、酸素加算、医療安全対策加算２、感染対策向上

加算３、患者サポート体制充実加算、認知症ケア加算２、診療録管理体制加算３、がん性疼痛緩

和指導管理料、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料、療養病棟療養環境加算

１、１６列以上６４列未満のマルチスライスＣＴ、精神科救急搬送患者地域連携受入加算 

 経腸栄養管理加算 
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